
 

2019 年 11 月 14 日 

 

公益財団法人日本バスケットボール協会 

2019 年度 第 4 回理事会 報告 
 

日時：2019 年 11 月 14 日（木） 13:30～15:10 

会場：JBA 会議室 

 

【報告内容】 

1.  U18 世代の競技環境の整備について 

2.  2020 年度インターハイへの支援について 

3.  2019 年度 功労表彰について 

4.  ユニフォーム規則の改定について 

5.  ３x３基本規程の改定について 

6.  審判員および審判インストラクターに関する規程の改定について 

7.  幹部会承認事項の追認について 

8. その他、報告事項 

以上  

 



 

1. U18 世代の競技環境の整備について 

 

U18世代の普及と強化の両面に対応したリーグ戦文化の醸成、また新たに設立されるBリーグU18 

 チームやクラブチームが参加できる大会の整備を進めることを目的に、2018年12月25 日のJBA理 

事会における、「2021年度にウインターカップをU18選手権化する」 という決議を一旦保留とし、 

JBAU18カテゴリー部会においてU18世代の競技環境の一層の整備を推進することが承認された。 

 

<その他、特記事項>  

JBAU18 カテゴリー部会には、決議機関としての執行会議のもとにそれぞれの課題を検討すること 

を目的に、以下を設置する。（各委員の任期は 2020 年 6 月の定時評議員会終了のときまで） 

重要案件については、JBA 理事会、将来構想委員会へ答申し、承認を得る。 

 

 

 



 

2. 2020 年度インターハイへの支援について 

 

今年度、石川県で開催されるインターハイ・バスケットボール競技について、必要資金の一部を 

以下の方法にて石川県実行委員会に対して支援することが承認された。 

 

<支援決定の経緯>  

東京2020オリンピック開催の影響で分散開催となったインターハイのバスケットボール競技は 

石川県で開催されることとなったが、石川県の実行委員会は、行政から例年のような支援を受ける 

ことができず、資金不足が見込まれている。 

その不足分の調達についてJBAへの依頼があり、支障のない大会開催ができるような支援が 

必要と判断された。 

 

  <承認内容> 

① 全日制高校チームを対象とした2020 年度（1年間限定）のチーム加盟料の値上げ

を実施する。具体的には現行のチーム加盟料を1,400 円（税込）値上げし、その

全額を石川県バスケットボール競技実行委員会の大会開催経費に充当する。  

② 当協会で協賛金を募り、石川県バスケットボール競技実行委員会へ拠出する。 

 

<その他> 

   加盟料の上乗せに関する全日制高校の加盟チームへの案内は、TeamJBA を利用した通知 

のほか、全国高体連バスケットボール専門部から各都道府県のバスケットボール専門部長を 

経由して行う。 

 

 

 



 

3. 2019 年度 功労表彰について 

 

2019 年度功労表彰の実施にあたり、推薦された11名の対象者が承認された。 

 

<功労表彰式概要（予定）> 

① 日時 ： 2020年1月12日（日）予定  

② 会場 ： さいたまスーパーアリーナ内VIPラウンジ 

③ 表彰物 ： 賞状、銀杯 

 

<功労表彰対象者>  

 



 

4. ユニフォーム規則の改定について 

 

下記目的の達成のため、ユニフォーム規則の改定を行うことが承認された。 

 

<改訂の目的・内容概要> 

・ 競技規則とユニフォーム規則との整合性を図るために競技規則の必要な内容を入れる。 

・ 近年クラブチームが増加傾向にあり、それに伴いユニフォームに広告を入れたいという 

チームが増えている。現行のユニフォーム規則には広告に関する詳細な記載や基準がないた

め、新たにJBAの広告基準を作成し、示す。 

・ FIBAルール(FIBA INTERNAL REGURATIONS BOOK2 COMPETITIONS)とのミラー化。 

 

 

 ※改訂規則詳細、新旧対比表等については、JBA公式サイト【各種規程】ページを参照。 

  http://www.japanbasketball.jp/jba/kitei 

 

 

 

5. ３x３基本規程の改定について 

 

3x3基本規程について、現状に即した改定を行うことが承認された。 

 

<主な改定内容> 

(1) 第4章 

・第25条  選手の義務 

・第27条  3x3日本代表チームへの招聘 

・第40条  外国籍選手の登録 

(2) 第7章  第53条～56条  JBA3x3競技大会の主催を追記 

(→第67条～第69条に記載していたものを移行) 

(2) その他 

・各名称（システム名、組織名等）の変更 

・表現の修正（項、号の追加、分割等） 

 

※改訂規程詳細については、JBA公式サイト【各種規程】ページを参照。 

  http://www.japanbasketball.jp/jba/kitei 

 

http://www.japanbasketball.jp/jba/kitei
http://www.japanbasketball.jp/jba/kitei


 

6. 審判員および審判インストラクターに関する規程の改定について 

 

以下を目的とした審判員および審判インストラクターに関する規程の改定を行うことが承認された。 

 

<目的> 

・ 2019年10月の消費税率変更に伴い、審判員および審判インストラクター講習会受講料を 

税込みから税別とし、今後の消費税率変更に対しても規程の変更を不要とする。 

・ JBA内において、コーチと審判員/審判インストラクター受講料の消費税の取扱いが違うため 

コーチライセンスに合わせ統一する。 

・ 審判インストラクターライセンスの有効開始時期を変更し、認定後速やかにインストラクター 

業務を可能とする。 

・ 2018年10月10日開催JBA幹部会で承認済（11月7日JBA理事会報告）である、審判インストラク

ター謝金統一料金を規程内に反映させる。 

 

<承認内容> 

① 審判員および審判インストラクターの新規・更新受講料の金額表記法の修正 

② eラーニングによる受講料の金額表記法の修正 

③ 審判インストラクターの資格開始をライセンス認定日からとする。 

④ 審判インストラクター謝金統一について、規程に反映する。  

 

※改訂規程詳細については、JBA公式サイト【各種規程】ページを参照。 

     http://www.japanbasketball.jp/jba/kitei 

 

 

http://www.japanbasketball.jp/jba/kitei


 

7. 幹部会承認事項の追認について 

 

2019年度第3回幹部会（2019年10月9日）承認事項が追認された。 

 

<内容> 

■ 2019年度新規スポンサーシップの事後報告 

・ 株式会社三井住友銀行  

・日本生命保険相互会社  

・TANAKA ホールディングス株式会社  

・ノバルティスファーマ株式会社  

・株式会社ローソンエンタテインメント  

 

 

 

8. その他 報告事項 

 

以下3件の活動進捗・予定等が報告された。 

 

<内容> 

① インテグリティー委員会 「CLEAN THE GAME キャンペーン」実施  

・【CLEAN BASKETBALL・CLEAN THE GAME～暴力暴言根絶～】を推進するため、  

【CLEAN THE GAME】にフォーカスし啓発活動を推進する。  

 

② U15 選手権 「第 1 回大会要項」及び「JBA 推薦枠選考方法論」に関する中間報告 

 

③ マンツーマンペナルティの処置変更について  

※詳細については、JBA公式サイト【マンツーマンの推進】ページを参照 

http://www.japanbasketball.jp/players_development 

 

 

以上  

http://www.japanbasketball.jp/players_development

